
くまがや男女共同参画推進プラン

第2次熊谷市男女共同参画推進計画

男女に 認めあい 支えあい 責任を担い 生き生きと暮らせる
男女共同参画宣言都市 熊谷

平成31年 3月

熊 谷 市

2019年度 ～ 2028年度

と　 も

概　要　版



男女に　認めあい　支えあい　責任を担い　生き生きと暮らせる
男女共同参画宣言都市　熊谷

と　も

条例第３条から要約

　熊谷市では、男女が互いに尊重しつつ、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社
会の実現に向けて、様々な施策・事業を展開しています。また、配偶者等からの暴力根絶に向けて、相談業
務などＤＶ被害者支援にも積極的に取り組んできています。
　平成29年実施の「男女共同参画に関する市民意識調査」においては、性別による固定的な役割分担意
識が残り、仕事と家庭生活等のバランスが取れていない課題が、依然として残る結果となりました。
　現行計画の計画期間の終了にあたり、男女共同参画に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、取り組
むべき課題や社会情勢の変化に対応するため、新たに、第2次熊谷市男女共同参画推進計画として、「くま
がや男女共同参画推進プラン」を策定するものです。

計画策定の趣旨計画策定の趣旨

男女の人権の尊重１

基本理念基本理念

平成３1（20１9）年度から10年間（20２8年度まで）とし、5年ごとに見直しを行います。

男女の個人としての尊厳を重んじ、性別による差別的な取扱いを受けずに、個人として能力を発揮する機会が確保される等、男
女の人権が尊重されること

社会における制度や慣行についての配慮２
性別による、固定的な役割分担意識等をなくすよう努め、男女の活動の自由な選択に対して影響を及ぼさないように配慮する
こと

家庭生活における活動と社会生活における活動の両立4
家庭生活における活動と就業等の社会生活における活動に対等に参画できるように配慮すること

国際的協調5
国際社会の取組と密接な関係があることを十分理解すること

政策や方針の立案及び決定への共同参画3
市の政策・事業者の方針の決定等に男女が共同して参画する機会が確保されること

計画の期間計画の期間

計画の位置付け計画の位置付け
本市の将来都市像である「子どもたちの笑顔があふれるまち熊谷」の実現をめざす
「熊谷市総合振興計画」の部門別計画です。

「熊谷市男女共同参画推進条例」第９条第１項に基づく、男女共同参画の推進に関す
る施策を総合的かつ計画的に進めるための計画です。

「男女共同参画社会基本法」（平成11年法律第78号）第14条第３項に基づく「市町
村男女共同参画計画」にあたります。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」（ＤＶ防止法　平成
13年法律第31号）第2条の３第3項に基づく市町村基本計画として位置付けます。

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法　平成27年
法律第64号）第6条第2項に基づく市町村推進計画として位置付けます。

基本的な視点
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熊谷市の現状熊谷市の現状

男女の地位の平等感について
　「男女が平等」と感じている割合は、学校教育などを除いて、とて
も低くなっています。「男性の方が優遇されている」と感じている割
合について、すべての分野において女性が男性を上回っており、平
等の感じ方は、依然として男女で差があることがわかります。

DVを受けた経験について

　女性の17.2%、男性の4.7%がDVを受けた経験があ
ると回答しており、女性が男性の3.6倍となっています。

家庭の中で

学校教育の中で

職場の中で

社会通念・慣習・
しきたりなどで

法律や制度の中で

地域活動の場で

政治の場で

全体として

女　性男　性

結婚や出産にかかわらず、仕事を続ける

結婚するまでは仕事を持ち、その後は持たない

子どもができるまでは仕事を持ち、その後は持たない

仕事は持たない

わからない

その他

無回答

結婚や出産で職業をやめ、その後再び
フルタイムで仕事を続ける

結婚や出産で職業をやめ、その後再び
パートタイムで仕事を続ける

男性の方が非常に優遇されている

女性の方が非常に優遇されている

「n」は有効回答数
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わからない 無回答

どちらかといえば男性の方が優遇されている 平等

どちらかといえば女性の方が優遇されている
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 望ましいと思う女性の働き方について
　「結婚や出産にかかわらず、仕事を続ける」
が最も多くなっており、次いで「結婚や出産で
職業をやめ、その後再びパートタイムで仕事
を続ける」となっています。
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　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動
に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享
受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会。

男女共同
参画社会

計画の体系計画の体系

基本目標基本理念 主要課題 施策の方向
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人権尊重の視点に立った
男女共同参画の意識づくり

男女共同参画の
意識づくり

男女の固定的な役割分担意識の解消に向けた
広報・啓発活動の推進

男女共同参画に関する情報の収集･提供

メディア等における男女の人権の尊重

男女共同参画の視点に
立った教育・学習の充実

Ⅰ
男女にまなびあう

1 1

2

3

2

3

男女共同参画の意識を高める学習の充実

学校教育等における男女共同参画の推進1

2

生涯にわたる健康づくりへの支援

男女の性と人権を尊重する意識づくり1

2

生涯を通じた心身の
健康づくり

配偶者等からの暴力の根絶に
向けた社会づくり

DV防止に向けた
啓発活動の充実

配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発活動の推進

若年者に対する予防啓発の推進Ⅲ
男女にいつくしむ

【熊谷市ＤＶ防止基本計画】

【　　　　　】

9 1

2

あらゆる分野
における

男女共同参画
の推進

就労環境の整備と
多様な働き方ができる
環境づくり

男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進

ワーク･ライフ･バランスに配慮した職場環境づくり

女性の就業・起業等に対する支援

子育て・介護への支援Ⅱ
男女に
かがやく

男女がともに
活躍できる
環境づくり

ⅰ
熊谷市女性
活躍推進計画

4 1

2

3

5

6

介護支援の充実

子育て支援の充実1

2

女性の人材育成の充実

女性の政策・方針決定過程への参画推進1

2
政策・方針決定過程等に
おける男女共同参画の推進

家庭生活における
男女共同参画の推進 家庭生活における男女共同参画の推進

地域社会における
男女共同参画の推進

ⅱ
家庭や地域・
社会活動での
男女共同参画
の推進

7 1

8

男女共同参画の視点に立った防災対策の推進

地域活動における男女共同参画の推進1

2

国際社会に対する理解

貧困・高齢・障害等により困難を抱えた女性等が
安心して暮らせる環境の整備3

4

被害者等への
相談支援体制の充実

10

相談体制の充実

庁内及び庁外の関係機関との連携

早期発見への取組の推進1

2

自立に関する支援の充実

3

4

と　 も

と　 も

と　 も



主要課題

●重点施策

●目標値

施策の方向

～ 人権尊重の視点に立った男女共同参画の意識づくり ～

男女共同参画の
意識づくり

男女の固定的な役割分担意識の解消に向けた
広報・啓発活動の推進

男女共同参画に関する情報の収集･提供

メディア等における男女の人権の尊重

男女共同参画の視点に
立った教育・学習の充実

Ⅰ男女にまなびあう男女にまなびあう

1 1

2

3

2

3

男女共同参画の意識を高める学習の充実

学校教育等における男女共同参画の推進1

2

生涯にわたる健康づくりへの支援

男女の性と人権を尊重する意識づくり（性の多様性の尊重）1

2
生涯を通じた心身の
健康づくり

男女の固定的な役割分担意識の解消に向けた
広報・啓発活動の推進

学校教育等における男女共同参画の推進

男女共同参画の意識を高める学習の充実

「男は仕事、女は家庭」という
性別役割分担に同感しない

市民の割合

現状値 63.5%

目標値
5年後 70%

目標値
10年後 80%

「男女共同参画社会」と
いう言葉の周知度

現状値 63.2%

目標値
5年後 70%

目標値
10年後 80%

と　も



～ あらゆる分野における男女共同参画の推進 ～

Ⅱ男女にかがやく男女にかがやく

就労環境の整備と
多様な働き方ができる
環境づくり

男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進

ワーク･ライフ･バランスに配慮した職場環境づくり

女性の就業・起業等に対する支援

子育て・介護への支援

4 1

2

3

5

6

介護支援の充実

子育て支援の充実1

2

女性の人材育成の充実

女性の政策・方針決定過程への参画推進1

2
政策・方針決定過程等に
おける男女共同参画の推進

家庭生活における
男女共同参画の推進 家庭生活における男女共同参画の推進

地域社会における
男女共同参画の推進

7 1

8

男女共同参画の視点に立った防災対策の推進

地域活動における男女共同参画の推進1

2

国際社会に対する理解

貧困・高齢・障害等により困難を抱えた女性等が
安心して暮らせる環境の整備3

4

主要課題

●重点施策

●目標値

施策の方向

ワーク・ライフ・バランスに配慮した職場環境づくり

女性の就業・起業等に対する支援

女性の政策・方針決定過程への参画推進

男女の均等な雇用機会と待遇の確保の促進 子育て支援の充実

男女共同参画の視点に立った防災対策の推進

と　も
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保育所等
待機児童数

現状値 19人

目標値
5年後
目標値
5年後

目標値
10年後
目標値
10年後

0人 0人

市の男性職員の
育児参加休暇取得率

現状値 47.1%

目標値
5年後
目標値
5年後

目標値
10年後
目標値
10年後

50%
以上 以上

50%

審議会等への
女性の登用率

現状値 26.6%

目標値
5年後
目標値
5年後

目標値
10年後
目標値
10年後

40% 40%

ユニバーサルデザインの
まちづくりが進んで
いると思う市民の割合

現状値 15.2%

目標値
5年後
目標値
5年後

目標値
10年後
目標値
10年後

32% 50%

自主防災組織の
組織率

現状値 70.69%

目標値
5年後
目標値
5年後

目標値
10年後
目標値
10年後

76% 80%



　「配偶者や恋人など親密な関係にある（あった）者から振るわれる暴力」のこと。「ＤＶ」と
略す。身体的な暴力だけでなく、精神的・性的・経済的暴力も含まれる。

ＤＶ（ドメス
ティックバ

イオレンス
）

主要課題

●重点施策

●目標値

施策の方向

～ 配偶者等からの暴力の根絶に向けた社会づくり ～

Ⅲ男女にいつくしむ男女にいつくしむ

DV防止に向けた
啓発活動の充実

配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発活動の推進

若年者に対する予防啓発の推進

【熊谷市ＤＶ防止基本計画】

9 1

2

被害者等への
相談支援体制の充実

10

相談体制の充実

庁内及び庁外の関係機関との連携

早期発見への取組の推進1

2

自立に関する支援の充実

3

4

配偶者等からの暴力の防止に向けた啓発活動の推進

被害者等への相談・支援体制の充実

配偶者などから暴力（ＤＶ）を
受けた際に相談した市民の割合

現状値 ４5.0%

目標値
5年後 50%

目標値
10年後 70%

ＤＶ対策庁内連絡会議の開催回数

現状値 １回/年

目標値
5年後 ２ 回/年

目標値
10年後 ２ 回/年

と　も



本計画を着実に推進するため、行政、市民、事業者等が一体となって総合的な推進を図ります。

　熊谷市男女共同参画推進センター”ハートピア”は、男女の人権が尊重され、ともに自立したパートナーと
して社会のあらゆる分野に参画し、ともに責任を担う男女共同参画社会の実現を目指して、市民の皆様と
一緒に活動していく拠点施設です。
　男女を問わず、どなたでも気軽にご利用できます。

　DVを中心に、暴力被害に伴う夫婦間の問題など、男女共同参画社会の実現を阻む要因となる問題の悩
みをお聴きし、一緒に考えます。相談は無料で、秘密は固く守ります。
　“ハートピア”相談室 電話048-599-0015

　男女共同参画に関する図書・行政資料等が閲覧で
きます。
　男女共同参画を推進する団体等がミーティング、
情報交換、交流等の場としてご利用できます。

　男女共同参画に関する各種セミナーや講座等を
開催します。
　また、研修や会議等でもご利用できます。

計画の推進計画の推進

1
2
3

4
5
6

月曜日～土曜日 午前9時～午後7時

日曜日・祝日 午前9時～午後5時

発 行：熊谷市　編 集：熊谷市市民部男女共同参画室

種　類

電話相談・面接相談
● 月曜日から金曜日まで及び第1・第3土曜日

● 午前9時から午後5時15分まで（祝日・年末年始を除きます。）

弁護士による相談
 (予約制)

● 隔月1回

● 1回30分

臨床心理士による相談
  (予約制)

● 毎月1回

● 午前9時から午後4時まで

保健師による相談
  (予約制)

● 毎月2回

● 午後1時30分から午後3時30分まで

日　　　時

〒360-0037 熊谷市筑波三丁目202番地 ティアラ21　4階
熊谷市男女共同参画推進センター“ハートピア”内

電 話 048-599-0011／FAX 048-599-0012

「くまがや男女共同参画推進プラン概要版」は、2,500部作成し、印刷にかかる市の負担は、1部あたり49円です。

(会議室は、いずれも午後9時30分まで)

※休館日 12月29日～1月3日

熊谷市男女共同参画審議会の開催

庁内の推進体制の充実

市民・事業者との協働

国・県等関係機関との連携

男女共同参画推進センターの充実

計画の進行管理

熊谷市男女共同参画推進センター “ハートピア”

開館時間 情報スペース・交流スペース

会　議　室

DV(配偶者等からの暴力)相談DV(配偶者等からの暴力)相談

※詳しくは、市報をご覧いただくか、男女共同参画推進センター“ハートピア”までお問い合わせください。




